
 
 
 
 
 
              電話等によりお困り事、ご希望等をご相談ください。 
             総合相談室の相談員がお答えいたします。 
              電話 ０５２（８３５）３８２１ 
 
              生活支援課の支援員が説明をしながら、施設を見学して 
             いただきます。施設での支援の内容や設備等をご確認ください。 
              また、ご希望や現状をお聞かせいただきます。 
 
 
                         
 
              ご利用希望の方と面接させていただき、ご希望の内容や 
             入所の目的、期間等を確認させていただきます。 
 
 
                         お住まいの市区町村に利用申請 

（受給者証申請）が必要となります。 
     
                         諾否／医学的理由等によりお断り 
                        させていただく場合もあります。 
               

施設（生活支援課）利用にあたって必要な内容をご説明し、

利用の契約をいたします。 
 

              ２週間程度のオリエンテーション期間を経て、各自個別の 
             支援計画を立てながらご利用していただいています。 
              お一人お一人に、担当の支援員がつき一緒にゴールを 
             目指します。 
 
＊以上は概略ですので、詳細につきましてはお問い合わせによりご確認ください。 
       

名古屋市総合リハビリテーションセンター 
障害者支援施設（生活支援課）利用の流れ（概略） 

１．ご相談（総合相談室） 

２．生活支援課の見学 
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リハビリセンター

附属病院の受診

３ ． 入 所 前 面 接 

利 用 申 請

受託会議の実施

４．重要事項説明・契約 

５．入所・ご利用・支援 


